
高知県IT・コンテンツ企業立地促進事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、高知県補助金等交付規則（昭和43年高知県規則第７号。以下「規

則」という。）第24条の規定に基づき、高知県IT・コンテンツ企業立地促進事業費補

助金（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。

(１) IT・コンテンツ まんが、イラスト、写真、フィギュア、キャラクター、ゲー

ム（オンラインゲーム、ゲーム専用機用ゲーム又はモバイル端末向けゲームをいう。）、

モバイル端末向けアプリ、映像、動画、音楽、音声、デザイン、電子書籍、ソフト

ウェア、インターネット付随サービス等の人間の創造的活動により生み出されるも

の

(２) IT・コンテンツ企業 IT・コンテンツの企画、制作、流通若しくは管理又はIT・

コンテンツに関する人材育成若しくはコンサルティングを行う会社法（平成17

年法律第86号）第２条第１号に規定する株式会社又は合同会社（以下「会社」と

いう。）

(３) 正規職員 期間を定めないで雇用される労働者（ア及びイに掲げる者を含む。）

ア 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第76号）第２条

に規定する短時間労働者で週所定労働時間が20時間以上の者（以下「短時間労働

者」という。）

イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者等の保護等に関する法律

（昭和60年法律第88号。次号において「派遣法」という。）第30条の２第１項に

規定する無期雇用派遣労働者（以下「無期雇用派遣労働者」という。）

(４) 非正規職員 期間を定めて雇用される労働者（ア及びイに掲げる者を含む。）

ア 短時間労働者

イ 派遣法第30条第１項に規定する有期雇用派遣労働者（以下「有期雇用派遣労働

者」という。）

(５) 県内新規雇用 IT・コンテンツ企業が県内に住所（住民基本台帳法（昭和42

年法律第81号）第７条第７号に規定する住所をいう。）を有している者（県外か

ら県内への住民票の移動を伴う者を含む。）を新たに雇用し、雇用保険法（昭和

49年法律第116号）第７条に規定する被保険者として同法第９条の確認を受け、

県内で雇用される労働者数の増加につながること。

(６) 事業所 本店、支店及びその他の営業所

(７) 償却資産 貸借対照表に固定資産として計上されるもののうち、法人税法施行



令（昭和40年政令第97号）第13条第１号に規定する建物及びその附属設備、同条第

２号に規定する構築物、同条第３号に規定する機械及び装置、同条第６号に規定す

る車両及び運搬具並びに同条第７号に規定する工具、器具及び備品

(８) 中山間地域 次のいずれかに該当する地域をいう。

ア 離島振興法（昭和28年法律第72号）第２条第１項の規定により離島振興対策実

施地域として指定された地域

イ 山村振興法（昭和40年法律第64号）第７条第１項の規定により振興山村として

指定された地域

ウ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第２条第１項の規定により半島振興対策実

施地域として指定された地域

エ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する

法律（平成５年法律第72号）第２条第１項に規定する特定農山村地域

オ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）第２

条第１項に規定する過疎地域（同法第３条又は第42条の規定により過疎地域とみ

なされる地域を含む。）

（補助目的及び補助事業）

第３条 IT・コンテンツ産業クラスターの形成による本県産業の発展及び安定的な雇用

の確保に資するものと知事が認めて第６条の規定に基づき指定するIT・コンテンツ企

業（以下「指定企業」という。）が、次の方法で県内に新たに事業所を設ける立地事

業及び次の方法で県内に設置した事業所の補助期間内における雇用の拡大を伴う増

設又は移転事業（以下「補助事業」という。）に要する経費に対して、予算の範囲内

で補助金を交付する。

(１) 県外の本店の県内への所在地の変更

(２) 県外に本店がある会社の新規の支店の県内設置

(３) 県外に本店がある会社の新規の営業所の県内開設

(４) 県外に本店がある会社等による県内での新規の会社の設立

(５) 県内の中山間地域外に所在する本店の県内中山間地域への所在地の変更

(６) 県内の中山間地域外に本店がある会社の新規の支店の県内中山間地域への設

置

(７) 県内の中山間地域外に本店がある会社の新規の営業所の県内中山間地域での

開設

(８) 県内の中山間地域外に本店がある会社等による新規会社の県内中山間地域で

の設立

(９) （２）から（４）までのいずれかに該当することにより補助金の交付を受けた

会社の県内中山間地域への支店の設立又は営業所の開設



２ 前項各号に掲げるもののほか、高知県シェアオフィス利用推進事業費補助金交付要

綱第５条第１項第２号に規定する２段階立地型に係る補助金の交付を受けて県内に

開設した本店、支店又は営業所が、指定企業として、前項の規定に基づき補助事業を

実施する場合において、要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。た

だし、このうち、県内に開設した本店については、県外に本店がある会社等による県

内での新規の会社の設立に限るものとする。

３ 第１項の「本県産業の発展及び安定的な雇用の確保に資するもの」とは、次に掲げ

る要件を満たす企業とする。

（１） 県内IT・コンテンツ企業の事業と競合しない事業を営む企業であること(競合

する事業とは、県内への製品又はサービスの供給を主目的に行う事業等をい

う。)。

（２） 事業の成長性や継続性が見込まれる企業であること。

（補助事業者の要件）

第４条 補助事業者は、指定企業であって、次に掲げる要件の全てを満たす者でなけれ

ばならない。

(１) 県内での事業所の取得又は賃借開始後、原則として１年以内に事業所の操業

を開始する者であること。

(２) 前号の事業所において、指定企業となった日から操業開始後１年までの間に正

規職員３人以上（前条第１項（５）から（９）までに該当する場合にあっては、２

人以上）の県内新規雇用を実施する者であること。

(３) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。

(４) 国税、都道府県税及び市町村税並びに県に対する税外未収金債務の滞納がない

者であること。

(５) 高知県物品購入等関係指名停止要領（平成７年12月高知県告示第638号）に基

づく指名停止等の措置を受け、その措置の期間が満了していない者でないこと。

(６) 高知県建設工事指名停止措置要綱（平成17年８月高知県告示第598号）又は指

名回避措置基準要領（平成17年８月25日付け17高建管第223号土木部長通知）に基

づく入札参加指名停止等の措置を受け、その措置の期間が満了していない者でない

こと。

(７) 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項の規定に基づく更生手続開

始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項の規定に基づく

再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

(８) 過去に補助金の交付を受けたことがない企業であること。ただし、第３条第１

項（１）から（４）までの規定により交付を受けた企業が、同項（５）から（９）



までの規定により補助事業を実施する場合は除く。

（補助対象経費等）

第５条 補助対象経費は、知事が必要があり、かつ、適当であると認めるものとし、補

助対象経費、補助率又は金額、限度額等は、別表に定めるとおりとする。ただし、補

助金として算出された金額に、1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り

捨てて交付するものとする。

２ 補助金は、複数年度にわたり連続して同一の指定企業が実施する同一事業に補助す

ることができるものとし、予算の範囲内で交付する。ただし、県の他の補助金（直接

補助金又は間接補助金を問わず補助対象経費が同じものをいう。）の交付を受ける場

合は、原則として対象としない。

（IT・コンテンツ企業の指定）

第６条 IT・コンテンツ企業の指定を受けようとする企業は、原則として、補助事業の

着手予定日（建物の取得又は賃借、通信回線の使用、IT・コンテンツに係る事業の用

に供する償却資産の取得又は賃借、事業所の改修に伴う償却資産の取得、人材の募集

広告、IT・コンテンツに係る技術の習得のための人材研修等の契約を締結しようとす

る日のいずれか早い日をいう。次条において同じ。）の30日前までに、別記第１号様

式によるIT・コンテンツ企業指定申請書を知事に提出するものとする。ただし、次に

掲げる場合における提出期限については、この限りでない。

(１) IT・コンテンツ企業の本県進出に係る意思決定と事業着手がほぼ同時になされ

る場合

(２) 前号に掲げるもののほか、知事が特にやむを得ないと認める場合

２ 知事は、前項に規定するIT・コンテンツ企業指定申請書を受理した場合は、その審

査をし、適当であると認めたときは申請したIT・コンテンツ企業に対して指定した旨

を通知するものとする。

３ 指定企業が、第１項に規定するIT・コンテンツ企業指定申請書に記載した事項を変

更しようとするときは、事前に別記第２号様式によるIT・コンテンツ企業指定事項変

更承認申請書を提出して知事の承認を受けなければならない。

４ 指定企業は、当該指定を受けた日から知事の補助金交付決定を受けるまでの間、合

併、会社分割その他の事由により当該指定企業の地位を他の者に承継させた場合は、

その事実を別記第３号様式による指定企業の地位承継に関する届出書を用いて知事

に届け出なければならない。

５ 知事は、指定企業が虚偽その他の不正な手段により指定を受けたと判断したとき又

は指定の要件を欠いたと判断したときは、その指定を取り消すものとする。



（IT・コンテンツ企業の指定及び補助金の交付の申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、原則として、補助事業の着手予

定日までに、別記第４号様式による高知県IT・コンテンツ企業立地促進事業費補助金

交付申請書（以下「交付申請書」という。）に関係書類を添えて、知事に提出しなけ

ればならない。

（補助金の交付の条件）

第８条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守し

なければならない。

(１) 補助事業の実施に当たっては、次条各号のいずれかに該当すると認められ

るものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて

行わなければならないこと。

(２) 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなけれ

ばならないこと。

（補助金の交付の決定及び通知）

第９条 知事は、第７条の規定により交付申請書の提出があった場合は、その内容の適

否等について審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助

事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが次の各号のいずれかに

該当すると認めるときを除く。

(１) 暴力団（高知県暴力団排除条例（平成22年高知県条例第36号。以下この項にお

いて「暴排条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この項に

おいて同じ。）又は暴力団員等（同条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下こ

の項において同じ。）であるとき。

(２) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

(３) その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、

相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を

執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する

ものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これ

らと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。）が暴力団員等であ

るとき。

(４) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(５) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用している

とき。

(６) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(７) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、



物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団

の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(８) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると

認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(９) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、

又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したと

き。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有してい

るとき。

（補助対象経費の変更）

第10条 補助事業者は、前条の通知を受けた後において、補助事業に関し次の各号に掲

げるいずれかの事項に該当する場合は、直ちに別記第５号様式による高知県IT・コン

テンツ企業立地促進事業費補助金変更交付申請書を知事に提出しなければならない。

(１) 補助金額が増額することが明らかになった場合

(２) 補助事業の内容が変更になることが明らかで、知事が特に必要があると認める

場合

２ 知事は、前項の規定による申請書を審査し、適当であると認めたときは、補助金の

変更交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。

（補助事業の中止又は廃止）

第11条 補助事業者は、補助事業の遂行が困難になったとき等補助事業を中止し、又は

廃止しようとするときは、あらかじめ別記第６号様式による補助事業中止等承認申請

書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

（補助事業に係る届出）

第12条 補助事業者は、補助事業に関し次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したと

きは、当該各号に掲げる書類を速やかに知事に提出しなければならない。

(１) 補助事業者が県内の事業所の取得又は賃貸借契約を締結したときにあっては、

別記第７号様式による事業所取得（賃貸借契約締結）届出書

(２) 補助事業者が操業を開始したときにあっては、別記第８号様式による操業開始

届出書

（年度終了実績報告書）

第13条 補助事業者は、各年度の９月30日時点の実績について、同日から３月以内（補

助対象経費に事務所開設費を含む場合にあっては、５月以内）に別記第９号様式によ



る高知県IT・コンテンツ企業立地促進事業費補助金年度終了実績報告書（以下「年度

終了実績報告書」という。）を、関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。

（実績報告等）

第14条 補助事業者は、補助事業が完了した日又は廃止の承認を受けた日時点の実績に

ついて、補助事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して３月を経

過した日又は補助事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日の属する会計年

度の翌年度の４月30日のいずれか早い日（補助対象経費に事務所開設費を含む場合に

あっては、知事が別に通知する日）までに、別記第10号様式による高知県IT・コンテ

ンツ企業立地促進事業費補助金実績報告書を、関係書類を添えて、知事に提出しなけ

ればならない。

（補助金の額の確定等）

第15条 知事は、前２条に規定する実績報告書を受理した場合は、必要な検査（報告書

等の書類の審査及び現地調査）を行い、その実績報告に係る補助事業の実施結果が補

助金の交付の決定の内容（第10条第２項の規定に基づく変更交付を決定した場合にあ

っては、その決定した内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付

すべき補助金の額を確定し、補助事業者に補助金を交付する。この場合において、補

助金交付決定額（同項の規定に基づく変更交付を決定した場合にあっては、変更交付

決定額）と補助金の確定額とが相違する場合は、その旨を当該補助事業者に通知する

ものとする。

（補助金の経理等）

第16条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類

を整理し、かつ、当該証拠書類を補助事業が完了した日（補助事業が複数年にわたる

場合にあっては、最終の補助事業が完了した日）の属する会計年度の終了後５年間保

管しなければならない。

（財産の管理及び処分）

第17条 補助事業者は、補助事業が完了した後も、当該補助事業により取得し、又は効

用が増加した財産（以下「取得財産等」という。）について別記第11号様式による取

得財産等管理台帳（IT・コンテンツ企業が別に備える固定資産台帳等に当該補助金に

より取得し、又は効用が増加した財産である旨記載される場合はその台帳等）を備え、

善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従って

その効率的な運用を図らなければならない。

２ 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については減



価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に規定する耐用年

数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し

、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合（以下この条において「取得財産等の処

分」という。）は、事前に別記第12号様式による財産処分承認申請書を知事に提出し

、その承認を受けなければならない。

３ 補助事業者は、前項の規定により知事の承認を得て取得財産等の処分をしたことに

より収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を県に納付しなければならない。

４ 補助事業者は、第２項の承認を得ずに取得財産等の処分をした場合は、その交付し

た補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納付しなければならない。

５ 知事は、第２項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して取得財産等の処分を

行うことを承認しようとするとき又は補助事業者が操業開始後３年以内に補助事業

から撤退したときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納付

すべきことを命ずることができる。

（補助金の交付の決定の取消し等）

第18条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、額の確

定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(２) 法令又はこれに基づく処分に違反したとき。

(３) 第４条に規定する補助事業者の要件に該当しなくなったとき。ただし、特別の

事情がある場合で、知事がやむを得ないと認めるときを除く。

(４) 正当な理由がなく、第13条若しくは第14条に規定する実績報告書を提出しない

とき又は第15条の規定による検査を拒んだとき。

(５) 前各号に掲げるもののほか、補助事業に関し、補助金の交付の決定の内容若し

くはこれに付した条件に違反したとき又は知事の指示に従わなかったとき。

(６) 第９条各号のいずれかに該当するとき。

２ 知事は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、当

該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当

該補助金を県に返還させるものとする。

（地位の承継）

第19条 補助事業者から合併、会社分割その他の理由により補助事業者たる地位の承継

を受けた者又は補助事業者は、当該地位の承継に関して、別記第13号様式による補助

事業者の地位承継に関する届出書に地位が承継されたことを証する書類を添えて、知

事に提出しなければならない。



（グリーン購入）

第20条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を購入する場合は、県が定める

高知県グリーン購入基本方針（平成13年３月26日作成）に基づき、環境物品等の調達

に努めるものとする。

（情報の開示）

第21条 補助事業又は補助事業者に対して、高知県情報公開条例（平成２年高知県条例

第１号）に基づく開示請求があった場合は、同条例第６条第１項の規定による非開示

項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

（報告及び調査）

第22条 知事は、この要綱の目的を達成するため必要があると認めるときは、IT・コン

テンツ企業に対し、事業の実施について報告を求め、又は調査を実施することができ

る。

（委任）

第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に

定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成27年11月１日から施行する。

（平成27年度のコンテンツ企業立地事業に関する経過措置）

２ 平成27年度のコンテンツ企業立地事業については、第13条中「各年度の９月30日」

とあるのは「平成28年１月31日」と、「３月以内」とあるのは「平成28年３月15日ま

で」と、別記第９号様式中「各年度の９月30日」とあるのは「平成28年１月31日」と

読み替えるものとする。

３ この要綱は、令和10年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき

交付された補助金については、第16条から第18条まで、第21条及び第22条の規定は、

同日以降もなおその効力を有する。

附 則

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年４月12日から施行する。



附 則

この要綱は、平成31年２月４日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和元年８月19日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年４月12日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年４月13日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年３月14日から施行し、第13条及び第14条の規定は、この要綱の

施行の日前に交付を決定した事業に適用する。

附 則

この要綱は、令和５年４月７日から施行する。なお、この要綱の施行の日前に交付を

決定した事業については従前の例による。

附 則

この要綱は、令和６年４月５日から施行する。なお、この要綱の施行の日前に交付を

決定した事業については従前の例による。


